
江戸川区立本一色小学校人権教育全体計画

関係法令等

・日本国憲法

・教育基本法

・人権教育及び人権啓発の推進に関

する法律

・学習指導要領

・江戸川区陽言う委員会目標

・人権教育の指導法等の在り方につい

て

学校教育目標

・考える子

・やさしい子

・たくましい子

教員・保護者の願い

・人に対して思いやりのあるやさしい子

になってほしい。

・友達をたくさんつくってほしい。

・健康で安全に過ごしてほしい。

・物事をよく考える子になってほしい。

・基礎・基本を身につけてほしい。

指導の実態

・あすなろ活動を通して取り組む。

・人権教育プログラムを活用する。

・発達障害や特別支援教室について

の理解教育に取り組む。

指導の実態

・あすなろ活動を通して取り組む。

・人権教育プログラムを活用する。

・発達障害や特別支援教室についての理解教育に取り組む。

めざす児童像

・自分自身の思いを大切にすると共に、自分と他との違いを認められる子

・身近な人権課題に対して差別や偏見の解消に努める子

指導のねらい

一人一人の児童が発達段階に応じて、人権意識・内容及び重要性を理解し、自他の大切

さを認め、生活すると共に、その中で生じる様々な課題に対し、人権尊重の精神に基づいて

解決を図ろうとする実践的な能力や態度を育てる。

年間指導計画作成のための方針

・実践内容における人権教育のねらいを明確にする。

・学校、家庭、地域社会における身近な問題を取り上げる。

・交流型、対話型の体験学習を取り入れ、一人一人の学習意欲に働きかける。

・各教科等の相互関係を図り、指導内容や方法を工夫する。

・時期に応じた学校行事との関連を図る。

教職員の研修

・東京都教育研修センターとの連携を図り、

様々な機会を利用して人権教育の指導方

法を研修する。

・「人権教育プログラム」の指導事例、指導

実践を参考にし、本校児童の実態に即し

た指導実践をして、情報を共有する。

・各種研修会、研究会、フィールドワーク参

加を通して学習教材の開発に努める。

学年・学級指導

・全教育活動を通して、互いに認

め合う姿勢を培う。

・教員の児童に対する言動及び

児童同士の言動に対し、常に注

意を払い、人権尊重の精神に基

づき、適切な対応をする。

保護者・地域社会との連携

・便り、保護者会、個人面談、学

校公開等を通して人権教育につ

いての理解と協力を得る。

・学校評議委員会及び各関係諸

機関との連携を密にし、児童の

健全育成、人権教育に取り組む。


